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衆
議
院
議
員
日
笠
勝
之
君
提
出｢

瀬
戸
大
橋｣

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 
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弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
日
笠
勝
之
君
提
出
「
瀬
戸
大
橋
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

｢

本
州
四
国
連
絡
橋
児
島
―
坂
出
ル
ー
ト｣

の
橋
全
体
の
総
称
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
令
上
の
定
め
は
な
い
。 

ま
た
、
案
内
標
識
の
標
示
板
の
文
字
に
は
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令(

昭
和
三

十
五
年

建総

設理

省府
令
第
三
号)
に
よ
り
道
路
の
通
称
名
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
通
称
名
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
令
上
の
制
限
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

現
在
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団(

以
下｢

公
団｣
と
い
う
。)

に
お
い
て
、
維
持
管
理
上
必
要
な
照
明
の
た
め
の

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
鋭
意
関
係
機
関
と
の
協
議
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
聞
い
て
い 

る
。 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

本
四
備
讃
線
茶
屋
町
・
児
島
間
を
昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
日
頃
に
開
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
日
本

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
公
団
等
関
係
者
間
で
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

昭
和
六
十
三
年
度
の
記
念
切
手
の
発
行
計
画
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
検
討
中
で
あ
り
、
各
方
面
か
ら
の
要
望

等
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

開
通
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
橋
上
マ
ラ
ソ
ン
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
大
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地
元

県
等
と
公
団
と
の
間
で
協
議
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
本
四
備
讃
線
を
利
用
し
て
鉄
道
事
業
を
営
む
者
が
使
用
す
る
路
線
名
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
制
限 

本
件
に
つ
い
て
も
、
他
の
記
念
行
事
等
と
併
せ
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四 

 



 

五 

は
な
く
、
当
該
事
業
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

｢

瀬
戸
中
央
自
動
車
道｣

の
料
金
に
つ
い
て
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号)

第
十

一
条
第
二
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
の
通
行
又
は
利
用
に
よ
り
通
常
受
け
る
利
益
の
限
度
を
超
え
な

い
額
と
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
の
額
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
二
年
度
中

に
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




